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(57)【要約】
【課題】イレウスチューブと光ファイバースコープを組
み合わせて構成した新しい小腸内視鏡を用いて小腸の全
域検査を円滑に行うことができるシステムを実現する。
【解決手段】先端部分にバルーン１ａ，１ｂを備えたイ
レウスチューブ１のバルーンを膨らませて小腸の蠕動運
動によってイレウスチューブを小腸の深部に進入させる
過程においてバルーンの内圧を計測してイレウスチュー
ブの小腸への進入位置と対応させて記録し、イレウスチ
ューブを小腸の深部から引き抜きながら小腸を内視する
過程においてはイレウスチューブの引き抜き位置に応じ
て記録されている該部分の小腸内圧に応じてバルーンの
内圧を制御するシステム構成とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端部分にバルーンを備えたイレウスチューブの前記バルーンを膨らませて小腸の蠕動
運動によって該イレウスチューブを小腸の深部に進入させる過程において、前記バルーン
の内圧を計測してイレウスチューブの小腸への進入位置と対応させて記録することを特徴
とする小腸内圧計測方法。
【請求項２】
　先端部分にバルーンを備え、光ファイバースコープを内包したイレウスチューブと、前
記イレウスチューブの前記バルーンに流体を供給して該バルーンを膨らませる流体供給手
段と、前記イレウスチューブを小腸の深部に進入させる過程において前記バルーンの内圧
を計測してイレウスチューブの小腸への進入位置と対応させて記録手段に記録する小腸内
圧計測手段と、前記イレウスチューブを小腸の深部から引き抜きながら前記光ファイバー
スコープによって小腸内を検査する過程において、イレウスチューブの引き抜き位置に応
じて記録手段に記録された該部分の小腸内圧に応じて前記バルーンの内圧を制御するバル
ーン内圧制御手段を備えたことを特徴とするイレウスチューブ型小腸内視システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、イレウスチューブ型小腸内圧計測及び小腸内視システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　小腸は、胃や大腸などの他の消化器官と比べ、口側、肛門側のどちらからも遠く、全長
６～７ｍで伸縮性があり、体内で固定されておらず、曲がりくねって詰め込まれているよ
うな状態のため、従来の、口や肛門から押し込んでいくプッシュ式内視鏡では挿入が困難
であり、患者の負担が大きかった。そのため、造影検査など、低い精度の検査しか行うこ
とができなかったが、近年、カプセル内視鏡とダブルバルーン内視鏡の開発により、患者
の負担は軽減され、小腸内視はより容易になってきている。
【０００３】
　カプセル内視鏡とは、ＣＣＤセンサ、超小型レンズ、発信機、電池を内蔵した、直径φ
１１ｍｍ×２６ｍｍの大きさのカプセルで、患者がこれを飲み込むと、カプセルが小腸の
蠕動運動によって運ばれていく間に自動で連続撮影を行い、その画像を体表に装着した記
録装置に送信し、後にＰＣ（パーソナルコンピュータ）で解析を行う。患者にとって非常
に低侵襲な小腸検査を行うことが可能であるが、現状では間欠的にしか撮影できないため
、小腸の全域を連続して撮影することは不可能である。また、リアルタイムに観察ができ
ないため、病変を発見できても、その正確な位置を特定できない、患者に腸閉塞及び癒着
がある場合には、体内に滞留してしまうため使用できない、といった問題がある。
【０００４】
　ダブルバルーン内視鏡は、有効長２０００ｍｍの内視鏡の先端及び、その内視鏡に被せ
て使用する軟性のチューブの先端にバルーンを取り付けた内視鏡で、それぞれのバルーン
を交互に膨らませることによりバルーンを小腸内に固定し、小腸を手繰り寄せつつ挿入し
ていく。小腸の形状を単純化することで従来の内視鏡に比べ、挿入が容易になり、より低
侵襲、短時間に検査を終了できるが、内視鏡の操作に熟練を要し、バルーンの膨らませ過
ぎによって腸を痛めてしまう場合もある。また、カプセル内視鏡と同様、患者に腸閉塞及
び癒着がある場合には適用できない。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２２３７１０号公報
【特許文献２】特開２００６－２８８８０８号公報
【特許文献３】特開２００２－１２６０８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　そこで、腸閉塞の治療に用いられているイレウスチューブと光ファイバースコープを組
み合わせた、新しい小腸内視鏡が開発された。イレウスチューブの前方には前後に２つの
バルーンが付いており、前方のバルーンに空気または蒸留水を注入し、小腸の蠕動運動に
より挿入していく。滑らかに挿入が行えない場合には、補助的に後方のバルーンも使用す
る。また、バルーンを造影剤入りのシリコンゴムで形成したものとすることで、チューブ
の位置を確認しつつ挿入を行うことが可能である。
【０００７】
　この内視鏡の特長は、腸閉塞の患者にも使用可能であるという点である。また、ダブル
バルーン内視鏡に比べ、チューブ径が細いため低侵襲で、無理な挿入は行わないので、患
者に優しい内視が可能である。
【０００８】
　小腸内視は、チューブ引抜時に縮んでいる状態の小腸をバルーンによって徐々に開放し
ながら行っていく。現状では小腸の一部の内視は可能であるが、全域の検査はできない。
それは、チューブ引抜時にバルーンの圧力を適切に制御できないため、縮んだ小腸を開放
することができずに、チューブが一気に動いてしまう、ジャンピングという現象が生じる
ためである。
【０００９】
　本発明の目的は、イレウスチューブと光ファイバースコープを組み合わせて構成した新
しい小腸内視鏡を用い、小腸の全域検査を円滑に行うことができるシステムの構築及びジ
ャンピング現象の発生を抑制するためのバルーンの内圧制御システムを実現することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　内圧制御システムを設計するためには、実際にバルーンを小腸内に入れた場合に、小腸
からバルーンに加えられる圧力を知っていることが必要である。そこで、イレウスチュー
ブに圧力センサを組み合わせ、内圧計測システムを構成し、小腸の内圧を計測する。
【００１１】
　具体的には、
　小腸内圧計測方法は、先端部分にバルーンを備えたイレウスチューブの前記バルーンを
膨らませて小腸の蠕動運動によって該イレウスチューブを小腸の深部に進入させる過程に
おいて、前記バルーンの内圧を計測してイレウスチューブの小腸への進入位置と対応させ
て記録することを特徴とし、
　イレウスチューブ型小腸内視システムは、先端部分にバルーンを備え、光ファイバース
コープを内包したイレウスチューブと、前記イレウスチューブの前記バルーンに流体を供
給して該バルーンを膨らませる流体供給手段と、前記イレウスチューブを小腸の深部に進
入させる過程において前記バルーンの内圧を計測してイレウスチューブの小腸への進入位
置と対応させて記録手段に記録する小腸内圧計測手段と、前記イレウスチューブを小腸の
深部から引き抜きながら前記光ファイバースコープによって小腸内を検査する過程におい
て、イレウスチューブの引き抜き位置に応じて記録手段に記録された該部分の小腸内圧に
応じて前記バルーンの内圧を制御するバルーン内圧制御手段を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、患者の小腸の内圧を知ることができるので、小腸の深部に進入させた
イレウスチューブを引き抜きながら小腸を内視するときに、バルーンの膨らみ圧力を適切
に制御してイレウスチューブを円滑に引き抜きながらの内視が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明を実施するための最良の形態は、先端部分にバルーンを備え、光ファイバースコ
ープを内包したイレウスチューブと、前記イレウスチューブの前記バルーンに流体を供給
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して該バルーンを膨らませる流体供給手段と、前記バルーンを膨らませてイレウスチュー
ブを小腸の深部に進入させる過程において前記バルーンの内圧を計測してイレウスチュー
ブの小腸への進入位置と対応させて記録手段に記録する小腸内圧計測手段と、前記イレウ
スチューブを小腸の深部から引き抜きながら前記光ファイバースコープによって小腸内を
検査する過程において、イレウスチューブの引き抜き位置に応じて記録手段に記録された
該部分の小腸内圧に応じて前記バルーンの内圧を制御するバルーン内圧制御手段を備えた
イレウスチューブ型小腸内視システムを構成し、
　イレウスチューブを小腸に挿入して深部に進入させる過程において前記小腸の内圧を計
測し、イレウスチューブを引き抜きながら光ファイバースコープを用いて小腸を内視する
過程においては、イレウスチューブの引き抜き位置に応じて記録されている該部分の小腸
内圧に応じて前記バルーンの内圧を制御するように機能させて内視を実行する。
【実施例１】
【００１４】
　イレウスチューブとは、嚥下した空気や異常発酵のため生じたガスなどの気体と通過障
害や分泌亢進のために生じた胃酸、胃液を、腸までチューブを挿入し、積極的に排除する
ことを目的としたロングチューブのことをいう。大腸癌、腸炎、術後や外傷による腸管の
癒着による単純性癒着性イレウスの内視への適用が最も良い適応例である。
【００１５】
　この実施例１では、光ファイバースコープの内包（出し入れ）を容易にすることから非
親水性イレウスチューブ（先導子バルーンタイプ）を用いる。
【００１６】
　この非親水性イレウスチューブは、シリコンやポリウレタン製の全長３０００ｍｍ程度
のチューブに２つのバルーンと吸引孔が付いている構造である。
【００１７】
　後方の留置バルーンは、これに滅菌蒸留水または空気を注入して膨らませ、小腸の蠕動
運動を利用して深部へ挿入していくように使用する。また、この留置バルーンは、造形剤
入りのシリコンゴムを用いて作成されているため、レントゲンでバルーンの状態を確認す
ることができ、より安全な手技を行うことが可能である。
【００１８】
　前方の先導子バルーンは、空気や滅菌蒸留水を注入し、小腸屈曲部でチューブが引っ掛
かり進まない場合やチューブがたわんだりループしている場合に補助的に使用することで
、これらを解消するように使用する。
【００１９】
　吸引孔はこれらのバルーンの後方に付いており、ガスや胃液などを吸引するように使用
する。
【００２０】
　図１は、光ファイバースコープを内包した非親水性イレウスチューブを使用した内視鏡
システムのブロック図である。
【００２１】
　イレウスチューブ１は、光ファイバースコープ（図示省略）を内包し、その先端部分に
は、留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂを備え、後端部分は操作部２に接続する構成
である。この実施例１では、前記留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂを膨らませるた
めの流体として、滅菌蒸留水を使用する。
【００２２】
　留置バルーン１ａへ給水する留置バルーン給水系は、操作部２の留置バルーン給水継手
２ａに接続した延長チューブ３，管継手４，延長チューブ５，分岐継手６，延長チューブ
７，水圧シリンダ８，ボールねじ９，駆動モータ１０及びエンコーダ１１を備え、先導子
バルーン１ｂへ給水する先導子バルーン給水系は、操作部２の先導子バルーン給水継手２
ｂに接続した延長チューブ１２，管継手１３，延長チューブ１４，分岐継手１５，延長チ
ューブ１６，水圧シリンダ１７，ボールねじ１８，駆動モータ１９及びエンコーダ２０を
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備え、分岐継手６，１５の分岐先には圧力センサ２１，２２を接続した構成である。
【００２３】
　各水圧シリンダ８，１７はそれぞれピストン（図示省略）を内蔵し、このピストンを駆
動モータ１０，１９によって回転駆動するボールねじ９，１８によって進退させることに
よって各シリンダ８，１７内の滅菌蒸留水を加圧及び減圧する構成である。
【００２４】
　水圧シリンダ８は、内部の滅菌蒸留水を加圧または減圧することにより、延長チューブ
７，分岐継手６，延長チューブ５，管継手４，延長チューブ３及び操作部２の留置バルー
ン給水継手２ａを介してイレウスチューブ１の留置バルーン１ａが所定の圧力となるよう
に給水または排水し、水圧シリンダ１７は、内部の滅菌蒸留水を加圧または減圧すること
により、延長チューブ１６，分岐継手１５，延長チューブ１４，管継手１３，延長チュー
ブ１２及び操作部２の先導子バルーン給水継手２ｂを介してイレウスチューブ１の先導子
バルーン１ｂが所定の圧力となるように給水または排水する。
【００２５】
　制御系は、計測及び制御プログラムを内蔵したＰＣ２３と入出力制御装置２４を主体に
して構成する。
【００２６】
　留置バルーン１ａ（留置バルーン給水系）の圧力は、分岐継手６に接続した圧力センサ
２１によって検出して入出力制御装置２４に入力し、先導子バルーン１ｂ（先導子バルー
ン給水系）の圧力は、分岐継手１５に接続した圧力センサ２２によって検出して入出力制
御装置２４に入力する。
【００２７】
　ＰＣ２３は、計測及び制御プログラムに従って、入出力制御装置２４を介して留置バル
ーン１ａ及び先導子バルーン１ｂの圧力検出信号を入力し、また、エンコーダ１１，２０
から駆動モータ１０，１９の回転角度検出信号を入力して駆動モータ１０，１９を制御す
ることにより、水圧シリンダ８，１７のピストンを進退させて留置バルーン１ａ及び先導
子バルーン１ｂへの給水圧力を所定値に制御する制御処理を実行する。
【００２８】
　このように構成した内視鏡システムを使用した小腸内圧の計測は、次のように実行する
。
【００２９】
　ステップＳ１０１
　内視鏡システムにおける各機器の初期設定を行う。この初期設定では、まず、使用する
イレウスチューブ１の給水継手２ａ，２ｂに滅菌蒸留水を満たした延長チューブ３，１２
を接続し、系内に残留する空気は微量に止めるように排気する作業などを行う。次に、Ｐ
Ｃ２３，入出力制御装置２４の電源を入れ、圧力センサ２１，２２を使用した圧力検出の
ゼロ点調整作業を行う。
【００３０】
　ステップＳ１０２
　イレウスチューブ１を体内（小腸）内に挿入する（施術者による手操作）。
【００３１】
　ステップＳ１０３
　ＰＣ２３は、水圧シリンダ８，１７から留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂに所定
量の滅菌蒸留水を注入するように駆動モータ１０，１９を運転する制御処理を行う。この
とき、留置バルーン１ａに注入する滅菌蒸留水の量は１５ｍｌ（ミリリットル）、先導子
バルーン１ｂに注入する滅菌蒸留水の量は１０ｍｌとする。両バルーン１ａ，１ｂへの注
水量は、これらのバルーン１ａ，１ｂが小腸内で膨らんで腸壁を押し広げるように密着し
、小腸の蠕動運動によって該小腸の深部方向へ進入するように移動するのに適量な量であ
り、施術者（医師）が患者の状態に応じて変更するものとする。このような量の滅菌蒸留
水の注入は、水圧シリンダ８，１７の内径とピストンの前進量によって把握することがで
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きるので、ボールねじ９，１８がそのようにピストンを前進させるように各駆動モータ１
０，１９の回転量を制御することによって実現する。
【００３２】
　このようにして留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂを小腸内で滅菌蒸留水により膨
らませて腸壁を押し広げるように接触させることによって、留置バルーン１ａと先導子バ
ルーン１ｂ（イレウスチューブ１）は小腸の蠕動運動によって該小腸の深部方向へ進入移
動する。
【００３３】
　ステップＳ１０４
　バルーン１ａ，１ｂが小腸の深部方向へ進入していく過程において、ＰＣ２３を小腸内
圧計測制御モードで機能させ、圧力センサ２１，２２から出力される圧力検出信号を一定
時間毎に取り込んで記録する小腸内圧計測処理を実行する。ここで、一定時間毎に取り込
んだ小腸内圧検出信号は、イレウスチューブ１の小腸内進入位置を既知の手法で監視して
該小腸内進入位置と対応させてＰＣ２３内の記録装置（図示省略）に記録する。
【００３４】
　ステップＳ１０５
　先導子バルーン１ｂが小腸の所定の最深部へ到達したときに小腸内圧計測を終了する。
【００３５】
　次に、イレウスチューブ１を引き抜きながら光ファイバースコープによって小腸内を検
査（内視）するときの留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂの圧力制御は、次のように
実行する。
【００３６】
　ステップＳ２０１
　イレウスチューブ１を小腸の最深部から徐々に引き抜きながら光ファイバースコープに
よって小腸の内部を検査する操作を開始する（施術者による手操作）。
【００３７】
　このイレウスチューブ１の引き抜き開始に当っては、先ず、ＰＣ２３をバルーン内圧制
御モードで機能させ、圧力センサ２１，２２から出力される圧力検出信号を一定時間毎に
入力し、小腸内圧計測時に記録させた小腸内圧を参照してイレウスチューブ引き抜きに好
適な膨らみ圧力となるように留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂの圧力を制御する。
イレウスチューブ引き抜きに好適なバルーン膨らみ圧力は、例えば、小腸内圧計測時に記
録させた小腸内圧に所定の係数を掛けて得ることができる。
【００３８】
　この留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂの圧力制御は、駆動モータ１０，１９を正
転または逆転させるように運転して水圧シリンダ８，１７内の滅菌蒸留水の圧力を制御し
て留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂ内の滅菌蒸留水を給水または排水することによ
り行う。
【００３９】
　ステップＳ２０２
　施術者がイレウスチューブ１を徐々に引き抜きながら光ファイバースコープによって小
腸の内部を検査する過程において、ＰＣ２３は、圧力センサ２１，２２から出力される圧
力検出信号を一定時間毎に入力し、そのときのイレウスチューブ１の位置に対応して計測
時に記録させた小腸内圧を参照してイレウスチューブ引き抜きに好適な膨らみ圧力となる
ように留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂの圧力をリアルタイムに制御する。
【００４０】
　イレウスチューブ１の引き抜きにジャンピング現象が発生しそうな引き抜き位置では、
ジャンピング現象の発生を抑制するように留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂの圧力
制御を実行する。このジャンピング現象発生抑制のための留置バルーン１ａと先導子バル
ーン１ｂの圧力制御とイレウスチューブの引き抜き操作自体は、既知の方法であるので、
詳細な説明は省略する。
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【００４１】
　このように、イレウスチューブ１の引き抜き時に留置バルーン１ａと先導子バルーン１
ｂの膨らみ圧力を制御することにより、円滑な小腸内視検査を実現することができる。
【００４２】
　ステップＳ２０３
　イレウスチューブ１の先端が小腸から抜け出たときに小腸内視検査を終了する。
【００４３】
　ステップＳ２０４
　ＰＣ２３は、留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂの滅菌蒸留水を抜き取って萎ませ
るように駆動モータ１０，１９を制御し、施術者は、イレウスチューブ１を体内から抜き
取る。留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂから滅菌蒸留水を抜き取る制御は、圧力セ
ンサ２１，２２から出力される圧力検出信号の値がゼロとなるように水圧シリンダ８，１
７内のピストンを後退させることにより実現する。
【００４４】
　なお、この内視鏡システムは、腸閉塞治療とその後の全域検査を組み合わせて行う場合
には次のように使用する。前述した小腸内圧の計測及び小腸内を検査（内視）するときの
留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂの圧力制御と共通するステップについては、重複
する説明を省略する。
【００４５】
　腸閉塞治療とその後の全域検査を組み合わせて行う場合には次の２つの使用方法がある
。その１つは、腸閉塞治療を行った後にイレウスチューブを体内から引き抜き、その後に
改めてイレウスチューブを体内に挿入して腸内圧計測及び検査を行う方法であり、他の１
つは、腸閉塞治療を行った後にイレウスチューブを体内から引き抜かずに該治療部位より
も先の部位の検査を行う方法である。
【００４６】
　まず、腸閉塞治療を行った後にイレウスチューブを体内から引き抜き、その後に改めて
イレウスチューブを体内に挿入して腸内圧計測及び検査を行う方法について、図３を参照
して説明する。
【００４７】
　ステップＳ３０１
　ステップＳ１０１と同様にして、腸閉塞治療のためのシステムの初期設定を行う。
【００４８】
　ステップＳ３０２
　ステップＳ１０２と同様にして、イレウスチューブ１を体内（小腸）内に挿入する。
【００４９】
　ステップＳ３０３
　ステップＳ１０３と同様にして、留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂを小腸内で滅
菌蒸留水により膨らませて腸壁を押し広げるように接触させることによって、留置バルー
ン１ａと先導子バルーン１ｂ（イレウスチューブ１）を小腸の蠕動運動によって該小腸の
深部（患部）まで進入移動させる。
【００５０】
　ステップＳ３０４
　患部（腸閉塞）の治療を行う。
【００５１】
　ステップＳ３０５
　腸閉塞治療を終了した後、ＰＣ２３は、留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂから滅
菌蒸留水を排水するように駆動モータ１０，１９を運転する制御処理を行う。この排水に
よって留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂが萎んだのを確認してからイレウスチュー
ブ１を小腸から引き抜く（施術者による手操作）。
【００５２】
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　ステップＳ１０１
　前述したステップＳ１０１に移って小腸内圧の計測及び小腸内検査（内視）のためのシ
ステムの初期設定を行う。
【００５３】
　以降、前述したステップＳ１０２～２０４を行う。
【００５４】
　次に、腸閉塞治療を行った後にイレウスチューブを体内から引き抜かずに該治療部位よ
りも先の部位の検査を行う方法について、図４を参照して説明する。
【００５５】
　ステップＳ３０１～３０４については、前述したステップＳ３０１～３０４と同様に行
う。
【００５６】
　ステップＳ４０１
　小腸内圧計測及び検査のための準備を行う。この準備では、ＰＣ２３は、留置バルーン
１ａと先導子バルーン１ｂから滅菌蒸留水を排水して両バルーン１ａ，１ｂを萎ませるよ
うに駆動モータ１０，１９を運転する制御処理を行う。そして、この排水によって留置バ
ルーン１ａと先導子バルーン１ｂが萎んだのを確認してから圧力センサ２１，２２を使用
した圧力検出のゼロ点調整作業等のシステムの初期設定を行う。
【００５７】
　ステップＳ１０３
　ＰＣ２３は、前述したステップＳ１０３と同様にして、留置バルーン１ａと先導子バル
ーン１ｂに所定量の滅菌蒸留水を注入するように駆動モータ１０，１９を運転する制御処
理を行うことにより、留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂ（イレウスチューブ１）を
小腸の蠕動運動によって該小腸の治療部位から深部方向へ進入移動させる。
【００５８】
　以降、前述したステップＳ１０２～２０４を行う。
【００５９】
　この使用例では、小腸入口から治療部位までの小腸内圧の計測が行われないことになる
が、治療部位より深部の小腸内圧は得られるので、その内圧から推測したり、過去の計測
内圧を利用したりすることにより、治療部位から入口までの検査における留置バルーン１
ａと先導子バルーン１ｂの圧力制御を実行するようにする。
【実施例２】
【００６０】
　実施例１における小腸内圧計測における圧力検出信号の取り込み及びイレウスチューブ
引き抜き過程でのバルーン膨らみ圧力制御は、一定時間毎に実行する構成であるが、イレ
ウスチューブの所定距離移動毎に実行するように変形して実施することも可能である。
【実施例３】
【００６１】
　実施例１における内視鏡システムは、留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂを同時に
機能させて小腸内圧計測と小腸内検査を実行する構成であるが、使用するイレウスチュー
ブや患者の状態により、先導子バルーン１ｂのみを機能させて小腸内圧計測と小腸内検査
を実行する構成や、留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂの両方を機能させて実行する
構成や、先導子バルーン１ｂのみを備えたイレウスチューブを使用して小腸内圧計測と小
腸内検査を実行する構成に変形して実施することも可能である。
【実施例４】
【００６２】
　実施例１は、留置バルーン１ａと先導子バルーン１ｂを膨らませるために注入する流体
として滅菌蒸留水を使用しているので、流体供給手段として水圧シリンダ８，１７を使用
する構成としたが、使用するイレウスチューブの種類によりバルーンに注入する流体が異
なることから、水圧シリンダ８，１７を蒸留水と空気の両方を選択的に扱うことができる
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ように構成し、または、使用する流体の種類に応じて容易に交換することができるように
構成する。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の実施例１である内視鏡システムのブロック図である。
【図２】本発明の実施例１の内視鏡システムによる小腸内圧計測と小腸内検査のフローチ
ャートである。
【図３】本発明の実施例１の内視鏡システムを使用して腸閉塞治療と小腸内圧計測と小腸
内検査を組み合わせて行う方法のフローチャートである。
【図４】本発明の実施例１の内視鏡システムを使用して腸閉塞治療と小腸内圧計測と小腸
内検査を組み合わせて行う方法の他の例のフローチャートである。
【符号の説明】
【００６４】
　１…イレウスチューブ、１ａ…留置バルーン、１ｂ…先導子バルーン、３，５，７、１
２，１４，１６…延長チューブ、８，１７…水圧シリンダ、９，１８…ボールねじ、１０
，１９…駆動モータ、２１，２２…圧力センサ、２３…ＰＣ（パーソナルコンピュータ）
、２４…入出力制御装置。

【図１】 【図２】
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